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NO.2-8 段差・勾配 
 
 
 
 
 
 
 
 
・バスのりばへの段差が高く、勾配も
急である。 
 
NO.2-7 プラットホーム 
 
 
 
 
 
 
 
 
・プラットホームが狭い。 
 
NO.2-6 トイレへの案内 
 
 
 
 
 
 
 
 
・車いすトイレはあるが、表示がなく
存在がわからない。 
 
NO.2-5 のりば案内 
 
 
 
 
 
 
 
 
・汚れている、場所がわからない。 

 
 
 

 
 
 

 
NO.2-1 歩道橋横 
 
 
 
 
 
 
 
 
・歩道幅員が狭く通りにくい。 
 
NO.2-2 歩道幅員 
 
 
 
 
 
 
 
 
・広くて歩きやすい。 
 
NO.2-3 障害物 
 
 
 
 
 
 
 
 
・視覚障害者誘導用ブロックの上にバ
イクが止まっている。 
 
NO.2-4 障害物 
 
 
 
 
 
 
 
 
・自転車がとめてあり通りにくい。 

Ｂコース

歌島橋バスターミナル

No.２ B ｺｰｽ：西淀川北ルート（歌島橋バスターミナル） 主な意見マップ（代表的な意見）
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様々な状況下での主な意見：アンケート結果

主な対象者 
鉄道駅 主な意見 車いす 

使用者 
視覚 聴覚 高齢

ラッシュ時 混雑して乗れないことがある。 ●    
 電車の通過音にアナウンスが聞こえず乗りそこねた。  ●   

 
多くの人が歩いているため視覚障害者誘導用ブロックが
わからない、白杖が人に当たって歩きにくい。 

 ●   

 電車内の人が多いので文字案内が見えにくい。   ●  
閑散時 駅員がいなくて困ったことがあった。 ●    
 人が少なく尋ねたり手助けをしてもらえない。  ●   

 
車内放送で「終電」と言っても聞こえないので、その場
で待ってしまう。 

  ●  

雨天時 すべりやすい。 ● ● ●  
 カサが危なく感じる。 ●    
夜間 駅員がいなくて困ったことがあった。 ●    
 人が少なく尋ねたり手助けをしてもらえない。  ●   
 かけこみ乗車の人が危険。  ●   
 お客のマナー（酔っ払いとか）が悪い。  ●   

非常時 
駅員の説明がなく困った。（取り残された感じがするので
障害者を見かけたら積極的に説明に来てほしい） 

 ●   

 放送が聞き取りにくく、状況がすぐには把握できない。  ●   
 古い電車などは（文字）情報がないので困る。   ●  
その他 各駅のホームに駅員さんがいてほしい。 ●    

 
乗りたい電車に乗れない（乗せてもらえない）ことがあ
った。 

●    

主な対象者 
道路 主な意見 車いす 

使用者 
視覚 聴覚 高齢

雨天時 水はけが悪くスリップすることがある、歩きにくい。 ● ●   

 
カサをさすと雨で周りの音がわかりにくい。（自転車のベ
ルなど） 

 ● ●  

夜間 街灯が少ない所がある。 ●  ●  
 車のライトがまぶしい。  ●   
 無灯火の自転車とぶつかりそうになる。  ●   
薄暮時 車が見えにくくて危なかった。 ●    

 
自転車が横を通り抜ける瞬間がこわい（歩行者、自転車
は分けてほしい）。 

 ●   

その他 自転車や自動車の駐車マナーを何とかしてほしい。  ●   
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参考資料４：主要な経路の路線名一覧 

 

番号 路線名 

１ 国道２号 

２ 西淀川区第 3 5 0 号線 

３ 府道大阪池田線 

４ 西淀川区第 2 6 3 号線 

５ 西淀川区第 2 4 6 号線 

６ 西淀川区第 2 6 6 号線 

７ 歌島稗島線 

８ 西淀川区第3 0 6 号線 

 

 

１

３

４ ５ 

６ 

７ 

８ 

２ 



 

参考資料５：御幣島地区基本構想検討会議における主な意見とその対応 
第１回検討会議（日時：平成 16 年９月 13 日 14：00～16：00 場所：西淀川区役所 ２階会議室） 

１．決定・確認事項 
■本検討会議の議長に、西淀川区役所区民企画室長が就任。 
■重点整備地区（案）、主要な経路（案）については、おおむね了承。 

２．議事概要 
Ⅰ．わがまちウォッチングについて 

意見 事業者・事務局の対応等 基本構想での対応 
１．駅舎 ●駅ホームにおける「内方線」とは何ですか。 ・ ホーム縁端を警告する点状ブロックに追加されるホームの内方を表示

する線状突起（1本）をいい、ホーム側と列車側の区別するためのもの
です。 

 

２．道路 ●新歌島橋前後の勾配が急なのでもう少し緩やかにしてほし
い。 

・ 現地を調査して第２回地区会議で説明させていただきます。  

３．交差点 ●エスコートゾーン（横断歩道に設置される視覚障害者用横
断帯）を早急に設置してほしい。 
●エスコートゾーンの実験期間や導入時期などについて教え
てほしい。 

・ 公安委員会では、道路管理者とも協議を行いながら、日本橋において
試験的に設置し、効果検証を行っているところであり、その結果を踏
まえ導入の必要性等について検証することとしております。 

・「４－２－１．整備の基本的考え方」において、「交
差点等の整備」の中で位置付けています。 

●重点整備地区内の銀行の入口は車いすでは入りにくい。１
箇所でも入れる場所がほしい。 

  

●新しい区役所の（青写真や）概要のわかるものを見せてほ
しい。 

・ 第２回地区会議で説明させていただきます。  

４．その他 

●駅の駐輪場の出入り口が１箇所しかなく、勾配も急なので、
もう一つ緩やかな出入り口を整備してほしい。 

・ 歌島橋交差点に設置されるエレベーター等で対応していきます。 
 

 

 
Ⅱ．基本構想骨子（案）について 

意見 事業者・事務局の対応等 基本構想での対応 
「1-2 基本理念・基
本方針」 

●基本方針２で「駅から主な施設への経路については、安全
で快適に移動できるように歩車分離を基本とした歩道、交
差点部のバリアフリー化を図る。」とありますが、歩車分離
式信号を採用する場合は音響信号機も含まれるのか。 

・ 歩車分離式信号の採用にあたっては、音響信号機の設置についても検
討します。

 

 

●内方線については骨子に入っているが、終端部の２重敷設
については骨子に入っていないのはなぜですか。ガイドラ
インの追補版にあり、アドバイザーの先生からも指摘があ
ったので盛り込まれたと思う。「終端部の２重敷設」につい
ては盛り込んでほしい。

・ 第１回目の地区会議では、整備の骨子のみを示しましたので記載して
いませんでしたが、基本構想（素案）の中で位置付けています。

 

・ 「４－１．公共交通」において、「ホームにおけ
る安全対策」の中で位置付けています。 

「4－1 公共交通」 

●「階段の手すりには、階段の行先を点字で表示する」とあ
るが、駅のコンコースからホームの階段のことだけなのか、
道路上から地下駅の改札へ下りる階段のことも含むのか。 

・ 基本的に駅の出入り口からプラットホームまでですので、含まれてい
ます。 

 

 

その他 ●今年５月頃、JR から国土交通省に提出した「転落防止策の
必要性」についての報告書の中で御幣島駅は対象駅となっ
ているか教えてほしい。 

・ 第２回地区会議で説明させていただきます。 
 

 

 
９ 

 
 



第２回検討会議（日時：平成 16 年 10 月 29 日(月) 14：00～16：00 場所：西淀川区役所２階会議室） 
１．決定・確認事項 

■第１回 御幣島地区基本構想検討会議 議事概要とその対応について了解。 
■基本構想（素案）について、概ね了解。 

２．議事概要 
Ⅰ．第１回 御幣島地区基本構想検討会議 議事概要とその対応について 

意見 事業者・事務局の対応等 基本構想での対応 
道路 ●新歌島橋前後の勾配が急なのでもう少し緩

やかにしてほしい。（第１回会議意見に対し
て第２回会議にて回答） 

・ 現地測量をした結果、地形的な縦断勾配については最大でも約７％で、バリアフリーの基準にある傾斜路での
基準を参考にすると縦断勾配は基本的には５％以内、やむを得ない場合は８％以内となっており、一般的には
基準を満足していることになります。橋の構造上、勾配を５％以内に改修するのは大規模な改修が必要となり、
沿道建物の高さ関係を考慮すると面的な大規模の改修が必要となります。このため大規模改修は極めて困難で
あると考えます。このため橋の架け替え時などにあわせて対応を検討します。 

 

「4－1 
公共交通」 
 

●「第１回検討会議の議事概要とその対応」で
の 4-1 公共交通のところで「縁端部」とある
のは一般に「終端部」と言われている部分だ
と思うが、確認してほしい。 

・ ご指摘のとおり、終端部（線路側以外のプラットホーム両端）に、訂正します。 
・ 整備ガイドラインでは、「縁端部」は、プラットホーム長軸方向の端部を表しています。 

・ 「４－１－１．駅舎・鉄道車両」中の整備
項目 10．ホームにおける安全対策におい
て、「線路側以外のプラットホーム両端に、
点状ブロックを敷設する。なお、敷設幅は
４０cm 以上６０cm 程度とすることが望ま
しい。」ことを位置付けています。 

Ⅱ．基本構想（素案）について 
意見 事業者・事務局の対応等 基本構想での対応 

「4 整備の基
本的考え
方と整備
内容」 

●整備時期Ａ：平成２２年までに完了、Ｂ：平成２２年までに着手とあるが、例えば平成１
９年完了とか、もう少し細かく説明してほしい。時期を１年単位くらいで表現できないか。
 

・ 各事業者とも予算や関係機関との調整等により、具体的に年度
を示すことが困難なため、各地区共通でＡ・Ｂ・Ｃという表現
を使っています。 

・ 特定事業計画（策定された基本構想に基づき、関係事業者が実
施する事業の計画）では、もう少し詳しくなる予定です。 

・「４－１．公共交通」「４－２．道路・交差点
等」で整備時期を位置付けています。 

●駅の改札口について、今の拡幅改札の形状は車いすでは使いにくい。駅員に来てもらって
開けてもらわないといけないので駅員が少ないと入れない時がある。今の形状でいくの
か、改良の余地を含めて考えているのか確認したい。また、障害者の方の確認のためだけ
なら、阪急のように機械での確認も可能だと思う。基本構想の中には含めてほしい。 

・ ＪＲでは障害をお持ちのお客様に割引制度を実施しておりま
す。基本的に駅社員が手帳により、キップの確認をさせて頂く
必要があります。又遠距離輸送を担っている関係上裏が白色の
キップをお持ちのお客様も多く有人の改札は必要です。有人の
窓口を置きながら拡幅改札もということは、全体的なスペース
を考えても難しく、貴重なご意見として持ち帰り、今後の参考
とさせていただきたいと考えています。 

 

●「10.ホームにおける安全対策」の中に、ＪＲからの回答にもあった線路と並行に設置す
る柵についての記述がないのはなぜですか。ＪＲも有効性を認めているので記述を加えて
いただきたい。 

●ホームドアや可動式ホーム柵が理想だが、それが困難な場合の代替策としてここに挙げら
れているａ～ｃのものだけでは不十分だと思われるので、線路に平行な柵という項目も入
れていただきたい。All or Nothing ではなくて、10cm でも 20 ㎝でもいいので柵を検討し
ていただき、項目を是非盛り込んでいただきたい。 

・ ホーム上には必要な設備が多く設置されており、線路と平行方
向の固定柵を設けるには障害となる物が多く、設置できる範囲
が少ない状況です。 

・ 整備の考え方については大阪市全体の考え方で、御幣島地区だ
けの考え方ではありません。ＪＲの違う車両長に対してどのよ
うにつけていくかが問題です 

 

「4－1 
公共交通」 

●御幣島駅の列車発車時の音声案内はないと思うが「整備済み」になっている。 「整備済み」を削除しました。  

「4－2 
道路･ 
交差点等」 

●幅員の広い箇所に休憩施設（ベンチ等）を置く場合などブロックぎりぎりに置かれている
ケースがあるので、敷設の際には 60～70 ㎝はブロックから離していただくようにお願い
したい。 

・ 官民の境界から約６０ｃｍ離して敷設することとしています。
また、障害物等も考慮するようにしています。 

 

●ソフト面について、駅員の対応で言えば、阪神電車では梅田から乗る場合まず駅長室に入
り、ホームまで駅員に誘導してもらうが、ＪＲではどうなっているのか。 

・ 拡幅改札のある改札口には可能な限り駅員を配置していますの
で、声をかけてもらえればできる限り対応を致します。 

 「4－3 
ソフト面」 

●「かたづけ・たい」について、登録・活動は２名以上の団体ということだが、人数の上限
はあるのか。また、講習会の内容、日時、日数等も教えていただきたい。

・ 人数の上限は設けていません。 
・ 講習会の詳細を後ほど連絡します。（その後、香蓑連合振興町会
が「かたづけ・たい」として登録され、今年１月より活動開始） 

・ 「４－３－１．ソフト面」中の「バリアフ
リーのまちづくりへの参加」において、「路
上違反簡易広告物撤去活動員制度（かたづ
け・たい）」を位置付けています。 

Ⅲ．アドバイザー意見 

全体 ●前回洗い出した課題をうけ、基本構想の策定に向けた素案について、利用者や諸々の立場から見て、その構想が御幣島地区にとって満足できるものかどうかを検討することであり、そこを意識して議論してい
ただきたい。 

●「かたづけ・たい」はうまくいけば非常に有効な制度となるよい取り組みだと思う。自分たちの街を自分たちでなんとかしようという動きをサポートする制度・システムを、いろいろな目的を持って作ってい
っていただきたい。例えば違法駐輪も“ 自転車かたづけ・たい” ができればなくなるかもしれないし、意識も高まるかもしれない。そういった取り組みを続けていけば、基本構想でやろうとしていることもう
まく動いていくと思う。 

１０ 



 
 

第３回検討会議（日時：平成 17 年 2 月 10 日(木) 14：00～16：00 場所：西淀川区役所２階会議室） 
 

１．決定・確認事項 
■ 第２回 御幣島地区基本構想検討会議 議事概要とその対応について了解。 
■ 基本構想（案）について、概ね了解。 

２．議事概要 
Ⅰ．基本構想（案）について 

意見 事業者・事務局の対応等 
「4－1 
公共交通」 

●「5.改札口」について、『拡幅改札口（有人改札）を整備済み』とあるが、
自動改札の拡幅改札口が設置されるのが理想であるということを申し上げ
たい。自動改札の拡幅改札口整備に関する考えを教えてほしい。 

・ 改札口について、今いただいたご意見が多いことは承知しています。JR は非常に広範囲の遠距離輸送をしており、1,210 を超え
る駅の中で、自動改札機がある駅は約 250 程度の駅だけです。残りの駅については、自動改札ではない有人等の改札で対応して
いる状況で、大阪市内の他の鉄道事業者と若干違うということをご理解いただきたい。 

・ 現在の有人の拡幅改札口はガイドラインの基準にも適合したものなので、整備項目欄を『整備済み』とすることについてはご理
解をいただきたい。 

・ 大きな荷物をお持ちのお客様が多いということで、現在、関西空港駅に拡幅の自動改札機を設置しており、この春先にかけて、
新幹線の駅でも拡幅の自動改札機を設置させていただくことになりました。JR も利用状況に応じ、検討しているから新幹線でも
導入することになりました。今後も引き続きご利用状況により検討していくので、ご理解いただきたい。 

「4－2 
道路･ 
交差点等」 

●個人が鉢植えや植木を道路に置いているので道路が狭くなり、緊急時に
大型車が進入できないような地区がある。棚を道路に置いている人もい
る。「かたづけ・たい」の講習を受けて、地区で看板等を撤去している
が、個人で置かれている鉢植えや植木については難しい。 

 
●一方通行の狭い道路の中には、歩道と車道の間の柵が途切れている箇所
があり、そこに駐車されてしまう。そこに取り外しできる柵などを作っ
ていただけないかと北工営所に相談しているが、できるだけ早く対応し
てほしい。 

 

・ 道路上に植木や鉢植えがある具体的な場所を教えていただけたら、道路管理者で対応いたします。ただ、違反簡易広告物と違い、
行政の方でもすぐに撤去できない面もあり、設置者に自主撤去してもらうよう交渉を粘り強く続ける必要があります。 

 
 
・ 区役所を通じて北工営所に相談があり、地元町会と連絡を取り合っています。消防署とは先に協議をさせていただいており、取
り外し式の車止めを設置する方針で決めています。 

 

「4－3 
ソフト面」 

●ソフト面の取り組みとして、健常者の方に我々のような「交通弱者」を
見つけたら声をかけるという啓発をお願いしたい。かなり前にテレビな
どで「愛の一声運動」が展開されていたが、最近はそういう活動がない
ので、例えば、市や区の広報などに啓発記事を載せていただいて、一般
の皆さんにも理解を深めていただいて協力いただきたい。お金も掛から
ないし、すぐに出来るのではないかと思う。 

 

・ ハード面の整備にあわせ、ソフト面についてもコミュニケーションを図りながら、すべての人が住みやすい社会をつくっていき
たいと考えている。今後、お気づきの点等が出てきたら、区役所におっしゃっていただいた上で、関係機関等に連絡を取りなが
ら解決に向けて、また、事業の進行等について検討していきたいと思うので、宜しくお願いしたい。 

 

●歌島橋交差点の横断歩道に音響信号機はついているのか。 ・ 歌島橋交差点では、西淀川区役所南側（御幣島１丁目２番街区と南側の御幣島１丁目１番街区）の横断歩道に音響信号機を設置
しています。 

その他 

●区役所と周辺施設は 5月にできて、歌島橋交差点周辺は、歩行者も自転
車も地下を通ることになるのか。

●歌島橋交差点全体が完成するまでは、自転車、歩行者が上を通る部分も
あるのか。

・ 歌島橋交差点において地下横断歩道の整備事業を進めています。このうち、交差点北側部の地下横断歩道が平成１７年３月に完
成しました。 

・ 地下横断歩道の利用に当たっては、開通時期等を初めとして現在関係機関と協議を進めております。 

Ⅲ．アドバイザー意見 

全体 ●御幣島地区は、わがまちウォッチングへの地元高校生のボランティアの参加や、町会が《かたづけ・たい》の登録をされているように、地域力が非常にある地区だと思います。 
●地域力を継続して、且つ増強していくことで、5年後、10 年後、さらに 15 年後、その時「バリアフリーのまちになりましたよ。」、「どんどん来てくださいよ。」といったような非常によい展開が待っていると思
います。 

●地域力の継続や増強については、例えばソフト面の対策の中で挙げられている「バリアフリーなまちづくり」が大きなポイントになります。また、バリアフリーだけでなく地域の様々な問題を解決できる糸口
になると感じています。 
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